
業績勘案率算定方式改定案（概要）

○ 目的
０．１刻みにするとともに、役員の所掌業務の業績評価が業績勘案率算定に影響するようにする。

１ 法人業績率 Ｓ＝１．２、Ａ＝１．１、Ｂ＝１．０、Ｃ＝０．９、Ｄ＝０．８

２ 個人貢献率 Ｓ＝０．３、Ａ＝０．１、Ｂ＝０．０、Ｃ＝－０．１、Ｄ＝－０．３
※ 個人貢献率は、法人業績の変換率よりも変動幅を大きくし、業績勘案率への影響を大きくさせる。

※ 理論値（all S）で１．５を超えない点数とする。

注１ 各評定を点数化し、それらの平均をとる。小数第３位を四捨五入
注２ 個人貢献率は、当該役員が所掌する業務に係る評価項目（一部所掌を含む。）の評定を点数化し、加重平均する。

なお、一部所掌している評価項目は、当該評価項目を所掌する理事数（理事長を除く。）で除した数を乗じて点数化する。
注３ 監事は個人貢献率を算定しない。また、役員の在任期間が１年未満の場合には、１．０以下とする。

注４ 年度評価が未評価である期間については、６月以下であれば過去の実績と同等とみなし、６月超であれば年度評価を待って算
定を行う。

Ⅰ 評価結果変換率の見直し

○ 目的
法人業績率に個人貢献率を加味した業績勘案率とする。

計算式
法人業績率＝Σ 評価項目ｎの点数÷全評価項目の個数
個人貢献率＝ （Σ 所掌評価項目ｎの点数×ｎの所掌割合） ÷ 全評価項目の個数

法人業績率＋個人貢献率 ＝ 仮定業績勘案率

注 小数第２位を四捨五入

減算要因が
ないか

Ｎ Ｏ

ＹＥＳ

・ １．０を下回るものとする

・ 減算要因・程度に応じて、１．０から
減算し、業績勘案率を算定する

Ｓｔｅｐ１

Ｓｔｅｐ２
Ｎ Ｏ ・ 個々の業績の妥当度合いに応じて、

仮定業績勘案率を減算し、Ｓｔｅｐ３に
進む

Ｓｔｅｐ３

業績を
再検証

仮定業績勘案率に照らし
て当該役員の業績が妥
当ものとなっているか

ＹＥＳ

財務状況が
好調か

減算要因とは、業績の悪化、
業務の不適切処理、職員の不
祥事等を指す。

財務状況が好調とは、次のいずれも満たすことが必要

① 役員在任期間中に目的積立金の計上又は次期中期目標期間へ
の積立金の繰越（費用性資産相当額の繰越分を除く。）があること
② 当該目的積立金額等の合計が、
業績勘案率１．０の場合の退職金見込み額×（仮定業績勘案率－
１．０）×１００で得た額を超えていること

※ 制度上目的積立金等を計上し得ない法人にあっては、当該計上し
得ない理由を考慮の上、①及び②を適用せず財務状況の好調を検証
できるものとする。

Ｎ Ｏ ・ 業績勘案率は、１．０又は財務状況
に見合う程度まで減算した値とする

Ｓｔｅｐ４

特段に加算
すべき要因
があるか

ＹＥＳ

ＹＥＳ

・Ｓｔｅｐ１～３までによりがたい特段の事由がある場合には、０．５を上限に
加算することができる。ただし、この適用は十分慎重に行うものとする。
・加算する場合には、再度Ｓｔｅｐ３にもどり、財務状況を検証する。業績勘案率算定

Ｎ Ｏ

仮定業績勘案率が１．０以下であっても、減算
要因の検証は行う。

Ⅱ 業績勘案率計算式の見直し

加算できるほど財
務状況が好調か
を検討し、好調で
あれば加算する

仮定業績勘案率の適切性の検証（１．０を上回る場合）
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（参考）個 人 業 績 の 計 算 例

【個人貢献率の計算式】

個人貢献率 ＝ （Σ 所掌評価項目ｎの点数×ｎの所掌割合）÷全評価項目の個数
＝ Σ （所掌評価項目ｎの点数×所掌評価項目ｎの所掌割合）÷Σ （所掌評価項
目ｎ×所掌評価項目ｎの所掌割合）【所掌部分の加重平均】
× Σ （所掌評価項目ｎ×所掌評価項目ｎの所掌割合）÷全評価項目数

【法人の業務全体に占める理事の所掌割合】

【具体的な計算例】

個人貢献率 ＝ 0.3×1＋0.1×1/2＋0.1×1/2 × 1+1/2＋1/2 ＝ 0.2 × 0.5 ＝ 0.10
1+1/2+1/2【所掌部分の加重平均】 4【理事の所掌割合】

評価項目 評定 点数 担当理事数 所掌割合 所掌の可否

1 Ｓ評価 0.3 １人 1 ○

2 Ｓ評価 0.3 １人 1

3 Ａ評価 0.1 ２人 1/2 ○

4 Ａ評価 0.1 ２人 1/2 ○


